
○写  

高松市選挙管理委員会告示第３０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８５条第２項及び高松市選挙管

理委員会規程（平成２４年選挙管理委員会規程第１号）第６条第２項の規定に

基づき、令和８年４月３０日付けで高松市選挙管理委員会の委員長職務代理者

の退職を承認し及び同法１８２条第３項の規定に基づき、同年５月１日付けで

委員を補欠した。  

 

  令和８年５月１日  

 

高松市選挙管理委員会       

  委員長  井上  悟       

 

１  委員長職務代理者を退職した者の住所及び氏名  

  高松市多肥上町       山崎 數則 

   

２  委員に補欠した者の住所及び氏名  

高松市浜ノ町        戸城 廣美 


